
はじめに

―地域福祉活動計画と地域福祉計画―

本稿は社会福祉協議会（以下，社協）におけ

る地域福祉活動計画の策定にあたっての戦略的

課題についてふれています。2000年５月に制

定された社会福祉法に規定され，2003年４月

より施行された自治体での地域福祉計画策定作

業が本格化するのにも後押しされ，社協での地

域福祉活動計画の策定機運もまた新たな広がり

を見せようとしています。第一線の市町村社協

はもちろん都道府県社協・全国社協では市町村

社協での活動計画策定支援のためのマニュアル

や調査研究，研修講座の開催が盛んに行われて

います。

福祉行政分野での計画策定という手法は早く

には，社会福祉施設緊急整備５ヶ年計画（1971

年）や障害者長期計画（1982年）などもありま

すが，組織・財政・事業をセットにしそれぞれ

の目標を精緻に数値化した計画的福祉行政は

1989年の高齢者保健福祉計画（ゴールドプラ

ン）に始まったといえます１）。その後1994年児

童育成計画（エンジェルプラン），1995年障害

者計画（ノーマライゼーションプラン），2000

年介護保険事業計画へと広がり，そして今回の

地域福祉計画が登場しています。

一方，社協では，1983年の市区町村社協法制

化２）を受けて，社協基盤強化のための「市区町

村社協強化計画」（1983年）が策定され，翌年

には社協活動の新たな活動スタイルの開発を目

指した「地域福祉計画」策定指針を発表しまし

た。地域での問題発見・政策提言・問題解決の

ための社協基盤強化と活動作りのプログラムを

地域福祉計画として全国の社協に提起してきま

した。地域福祉計画という表現は，その後

「新・社協基本要項」（1992年）では行政の高齢

者保健福祉計画（ゴールドプラン）の登場もあ

って地域福祉活動計画として集約されました，

1995年には新・社協基本要項の具体化を図る

ために「ふれあいネットワーク21」基本構想が

発表され社協基盤の発展・強化方策の計画化が

全国的に展開されました。このように社協での

計画化の取り組みは，社協発展・強化計画や地

域福祉活動計画として進化し３），今日では65％

を超える社協で計画が策定あるいは策定を予定

しているなど，地方社協の定番の活動メニュー

として定着する状況となっています（表１参

照）。

以上のような社協での地域福祉活動計画の経

過と実績があり，他方には地域福祉計画という

行政計画の策定作業を通して地域福祉への行政

的関心の質的量的な広がりが生まれています。
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これらの関係性や福祉行政での地域福祉計画に

ついては本稿の課題ではありませんが，上記の

状況下での社協が取り組んでいく地域福祉活動

計画の位置や役割，コンセプトもまた少なから

ず影響を受けざるを得ないのは否定できませ

ん。もっと極端に言えば，いずれ，事業体とし

ての社協組織はともかく，住民主体の民間組織

としての社協の役割や位置付けにも大きく影響

する状況を作り出すことになると思います。行

政の地域福祉計画の位置付けを示したものが図
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図１　地域福祉計画の位置付け

有

無

策定中

策定予定有

策定予定無

策定予定不明

ＮＡ

市区 政令都市区 町 村 計
30万人～

380 53 46 685 114 1,225
55.7 66.3 35.9 34.4 20.1 36.4
296 27 76 1,293 452 2,117
43.4 33.8 59.4 64.9 79.7 62.9
11 1 0 39 6 56
1.6 1.3 0.0 2.0 1.1 1.7
138 16 18 595 158 909
20.2 20.0 14.1 29.9 27.9 27.0
144 9 58 658 288 1,148
21.1 11.3 45.3 33.0 50.8 34.1
3 1 0 1 0 4
0.4 1.3 0.0 0.1 0.0 0.1
6 0 6 13 1 26
0.9 0.0 4.7 0.7 0.2 0.8

表１　地域福祉活動計画策定の有無
単位：上段＝社協数　下段＝％

出所：社会福祉協議会活動実態調査報告書（2000年４月）



１ですが，ここで示されている地域福祉計画の

構成要素の中には例えば住民参加の促進のよう

にこれまで社協が重点的に取り組んできた分野

との重複・関連が随所にみられます。行政計画

への統合化や体制化といった行政との新たな緊

張関係の発生も容易に予想されますが，他方で

ボランティア活動やNPO支援など社会福祉に

関する活動への住民の参加の促進といった社協

課題を行政課題として積極的の押し出していく

格好の機会だと考えることも可能です。例えば

社協の地域福祉活動計画と行政の地域福祉計画

の関係についての全国社協調査研究報告書４）

による以下のような指摘です。

「地域福祉活動計画は，福祉活動を行う地域

住民やボランティア団体，NPO等の民間団体

の自主的・自発的な福祉活動を中心にした民間

活動の自主的な行動計画である。つまり，地域

住民の立場から多様な民間団体や地域住民の参

加・協働を促進して，様々な福祉活動を計画化

するところに独自性があり，行政計画とは異な

る性格を有している。そのため，民間計画とし

ての地域福祉計画にそのまま包含されるような

関係ではないと考えられる」「しかし，その一

方で，当該市町村における地域の福祉課題や地

域福祉推進の理念等を共有したり，地域住民の

立場から地域福祉計画を推進したりするという

意味で，その一部が重なり合う部分があった

り，さらに地域福祉活動計画の具体化を支援

し，その基盤を整備する内容を地域福祉計画に

盛り込む等，相互に連携することが重要であ

る」

さらに同報告書は，行政計画書策定にあたっ

ては当該の社協との協働・業務提携・共有を図

っていくことを強く主張しています。こうした

議論をみますと，行政の地域福祉計画が課題と

している領域は，地域における住民活動やボラ

ンティア活動など社協活動の主戦場となってき

た領域に一歩も二歩も踏み込んだものといえま

しょう。

筆者は本学に着任するまでの約20年間を社

協職員として過ごしてきました。その関係から

地域福祉活動計画の策定作業など社協でのプロ

ジェクトや行政政策に関わる機会を何度か得て

きました。こうした環境下で，地域福祉活動計

画を社協の前進発展に機能させていく具体的方

策を意識しながら，少しずつ書き溜めてきたの

が本稿です。

２．地域福祉活動計画策定とアセスメント

「彼を知り己を知れば百戦殆うからず」（孫

子）という格言があります。敵と味方との実力

をはっきり知った上で戦えば，何度戦っても敗

れることはない，という意味です。敵，とはあ

まり穏やかではありませんが，要は私たちが働

き掛ける対象や環境のことといってもいいでし

ょう。働き掛け，つまりは戦の作戦（戦略・戦

術）を練り上げていくには，綿密な情勢分析や

強み弱みといった敵味方の戦力（資源）分析が

不可欠だ，ということを教えているのでしょ

う。この孫子の教えを社協の地域福祉活動計画

の策定作業に援用すれば，以下で展開するよう

な「アセスメント」と「戦略」に尽きるといえ

ましょう。

アセスメントとは何か。アセスメントは，対

象を取り巻く状況の評価や把握と説明されてい

ますが，要するに自分たちの内外の環境を具体

的に分析把握し評価することだろうと考えま

す。社協の計画策定におけるアセスメントレベ

ルは，「地域社会」「地域組織」「社会福祉協議
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会」という３つのレベルが考えられます（図

２）。この３つのレベルとは，それぞれが社協

の主体であり，同時にそれぞれが社協の活動対

象として働き掛けが必要な領域でもあります。

この交換性を備えた主体と対象の相互作用を示

したのがこの図式の特徴です。

（１）地域社会

１つは地域社会のアセスメントです。地域社

会とは，地域福祉や社会福祉協議会ではその主

体論や対象論として議論を呼んできた領域で

す。地域福祉の対象とは，高齢・児童・障害等

といった分野別社会福祉の対象としての様々な

問題を抱えた地域に暮らす住民です。同時に地

域福祉の対象は，住民の個別性の集合体とは区

別される，地域社会における社会資源の成熟・

集積度合いや住民の関係性や意識性など地域社

会特有の「まとまり」のある実体としても存在

します。前者を地域福祉の点としての対象とす

れば後者は地域社会の在り様という面としての

対象といえましょう。例えば高齢期の単身生活

者問題というのは，単身で生活するということ

が問題ではありません。単身で生活するという

ことから派生する，地域での人々の交流が衰弱

して単身者が孤立に陥ったり，生活支援が必要

にも拘らず必要な社会資源の整備が遅れていた

り，単身生活を送ることへの差別・偏見があっ

たりすることから生ずる様々な問題現象を言い

ます。ボランティア活動等人々の相互支援活動

の有る無しも大きく影響します。図３では同じ

ような問題発生要因を有しながら，問題の軽

減・解決に向かう地域と，逆に問題をより複

雑・増幅する地域を表しています。地域社会で

の問題発見・解決能力との関係で地域社会の現

状を洗い出していくこと。地域社会のアセスメ

ントとはこのような作業をイメージしていま

す。

社協の活動計画や行政計画でも「地域や住民
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生活に変容がある」と指摘が随所に登場します

が，地域社会は様々な構造があって一様ではあ

りません。何より地域社会とは，私たちが具体

的に手に取って触れることも，目にすることも

不可能な抽象的な対象です。そのため地域社会

を構成する要素を可視化し特定しなければなり

ません。

その要素として，まず住民がすぐにも想定さ

れますが，一般に住民と言っても一見明白なよ

うで，その実あやふやでよく分からない存在で

もあります。地域福祉における住民とは先にも

見たように地域福祉の対象としての住民ととも

に，他方では住民主体と言われているように，

地域福祉の主体としても登場します。対象とし

ての住民とは分野別福祉の対象住民として一定

可視化されていますが，主体としての住民はど

うでしょうか。「地域福祉の主体となる住民と

は何か」というフィルターを通しての置換作業

が必要になります。地域福祉や社協活動の原動

力としての住民活動の担い手としての具体的な

住民です。地域社会には人びとの暮らしがあっ

て，人びとの交流の具体的形態としての組織活

動があって，暮らしを支える様々な社会資源が

あるわけです。これらの場面を通してしか，私

たちは地域福祉の担い手としての住民や，さら

には地域社会そのものを具体的に把握すること

は出来ません。

このようにして地域社会を構成している要素

は，住民や地域組織，社会資源等として幾つか

具体的に把握可能なものとして構造化，可視化

できるわけですが，現状では社協にストックさ

れるその情報量は決定的に不足していると言え

ましょう。地域社会を構成している要素の情報

（課題）を，どのような形式と内容で指標化で

きるか，ということですが，これは地域社会の

現状をリアルに評価し把握するためにどうして

も必要なことです。この作業を抜きにしては，

いくら社協活動の方向性を示したとしても，そ
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・地域社会の福祉機能／家族構成，親族ネットワーク，福祉施設，福祉サービス，住民組織，住民活動，ボラ
ンティア活動，専門職，ネットワーク等とその水準が指標となる。

・福祉問題発生要因／地域社会の福祉機能の水準が逆機能として働く場合も当然あるが，所得，就労，生活様
式，福祉政策，一般公共サービス，人口，人口構成，産業構造など大きくは全体社会の構造に起
因する。



れが実効力あるものとして機能していくことは

難しいでしょう。

アセスメント手法としては既存の各種データ

の批判的分析を始め，独自の実態調査や聞き取

り，懇談会などが一般的ですが，日常の業務を

通しての観察や経験，関係の蓄積も社協のよう

な組織では特に有効です。様々な工夫を凝らし

て，地域社会を構成する要素の特定と，地域福

祉の原動力と言われるような住民の能動的諸活

動を構成している要素を深く把握すること。従

来，地域診断表などと言われてきたアセスメン

トシートの新たな開発や活用場面の豊富化など

も検討が必要でしょう。

そして，社協の環境把握や評価を行なってい

く上で大事なことは，地域の中にある様々な要

求や課題は一瞬たりとも同じ地平に留まること

を許されない，それぞれが相互に深く関連しあ

って一刻一刻，変化，発展，そして消滅の過程

にある事象だということです。バラバラに捉え

るのではなく，それぞれが変化，発展し，しか

も相互に関連づけられる内容として地域社会の

要素を捉えてみることが重要です。たとえば住

民自身，バラバラになった住民では地域福祉の

主体になりえないし，またそうした状態が未来

永劫続くと考えたら福祉活動への希望は潰えて

しまいます。つまり「地域福祉の主体としての

住民」は，今地域社会に存在するあるがままの

抽象的な住民ではなく，地域福祉活動の観点で

トレーニング，組織され，地域社会に能動的に

働き掛けていくことを担う住民だ，ということ

です。別の見方をすれば，あるがままの抽象的

な住民は，逆に地域福祉の主体としての任務を

担うべくトレーニングと組織化の対象としての

住民だということです。こうして地域福祉の住

民は分野別福祉の地域版としての地域福祉の対

象としても，地域福祉を担う主体としても，さ

らにはその主体としての住民もまた主体化への

働き掛けを要する対象として，何層にも深く把

握されることになります。地域福祉における主

体と対象の交換性と相互作用性です。

社協活動の働き掛けの対象としての住民，と

はこのような意味合いです。

（２）地域組織

さて，社協の働き掛けの対象としての地域組

織に話題を移します。地域組織は，社会と個人

を媒介する中間集団として機能します。地域社

会が不可視で抽象的な社協主体（地域福祉の原

動力）とすれば，地域社会を構成する地域組織

は社協・地域福祉領域の可視的な具体的主体で

す（図２．領域B）。例えば「自治会・町内会」

「当事者組織」「福祉団体」「ボランティア組織」

「社会福祉施設」などがすぐにも思い浮かびま

す。福祉資源，行政も中に入ってきます。さら

に，この地域組織やその構成員が行なう多様な

福祉活動やイベントも地域社会を構成する大事

な要素として捉えられます。地域社会を構成す

るものが，現実の地域福祉の主体として私たち

の視野に収まってくる際には，役員活動や職員

活動等といった有形無形の社協活動からの意識

的な働き掛けが必要です。図２は，現実の地域

社会に働き掛け，目に見える地域福祉の主体と

して登場させていく過程を双方向の矢印で示し

ています。

ここで例示した地域組織の多くは社協を構成

する組織ですが，総じて地域公認団体といわれ

ています。地域で公認されている諸団体によっ

て社協が構成されている。よって社協は広く住

民によって支えられ認知されている，という構

図になるわけです。しかし，これは先の公認団
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体がその機能を全うしているときのみ，そして

社協が期待している機能を発揮していると想定

されてはじめて可能となる理解です。例えば自

治会・町内会。大都市では奇跡的ともいわれ，

まだ地域が機能しているといわれている京都市

でも，町内会活動への積極的関与やその役割を

期待するものは1990年でわずか10数％，1978

年と比較しても約３分の１という実態です。学

区に愛着を持っている人も同様です（図４）５）。

最近の調査でも町内会の地域を「自分のまち」

として強く意識している人はわずか12％強だ

といいます６）。自治会・町内会への帰属意識や

求心力の低下は目を覆うばかりです。このよう

な状況下では自治会・町内会が社協の中核的な

構成団体としてその機能を発揮したり，役割期

待に応えていくのは困難です。自治会・町内会

の改革はそれぞれが主体的に検討すべき課題で

すが，社協サイドにおいても自治会・町内会を

地域福祉的視点から議論を深めていく必要があ

ります。課題を明らかにし処方箋を共に考えて

いく必要性です。一方，地域での住民活動の中

には地域社会の構成要素としての社会的認知を

課題とするものも生まれます。例えば子育てサ

ークルのように進行する少子社会の中で表面化

している新たな子育て課題に母親同士の共同性

を発揮し対応している活動は同好の私的活動の

域を越えて社会化しているにも拘らず，地域公

認団体としての地位は獲得途上です。社会の構

造変化で発生する新たな組織や活動への理解を

広げていく活動もまた地域福祉の課題として登

場します。

地域福祉活動計画とはこのような働き掛けの

総体を一定の時間軸で集約したものです。

（３）社会福祉協議会

図２．領域Cの社協とは「地域福祉の運営主

体」「地域福祉の管理主体」「地域福祉の実施主

体」としての意味での狭義のものです。社協と

いっても一様ではなく，かなり複雑な関係性を

含んでいます。そこには役員組織もあれば，会

員施設，会員団体もある。問題別の委員会もあ

って，事業，財源の問題もある。事務局の職員

もいる。幾つかの社協の「地域福祉活動計画」

をみると，社協という文言が，このどれを言っ

ているかが不鮮明な場合が少なくありません。

「職員活動」を言っているのか「役員活動」を

言っているのか「総体としての社協イメージ」

を言っているのか。それを明確にしないと活動

計画の具体性が出てこないのではないかと思い

ます。「誰がやるのか」「誰に働きかけるのか」

がわからないのです。社協そのものを構成して

いる要素が多数あり，その要素の情報をきちん

と取り込んでいくことが必要でしょう。「要素
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の情報化・記号化」という意味合いです。社協

におけるマネジメントが必要とされている所以

です。社協を構成している要素が渾然一体とし

てあれば，マネジメント機能は不要で機能しな

いわけですが，これが独立し，分化し，相対化

しているのです。地域福祉活動計画の柱に社協

マネジメントを正面に据えていく課題です。

図２は，筆者が関係していたある社協での地

域福祉活動計画委員会７）の作業で思いついた

ものですが，私たちが策定しようとしている計

画の具体的なプログラムは，どこに位置するの

か，という課題に応えようとしたものです。

「誰に働きかけるのか」「誰が働きかけるか」等

主体をより明確にするためにこの図式をつくっ

たのですが，１つは社協の役員，事務局が，

「直接的に地域社会に働きかけていく作業」。こ

れは社協の業務は，地域組織化活動などという

形式をとりながら具体的な地域福祉の主体を形

成していくという取り組みだけではなく，介護

保険施設で住民の生活問題に直接対応していく

といういわゆる直接サービスの領域を示したも

のです。老人福祉センターや児童館で，そこの

お年寄りや子どもたちの問題に直接対応してい

く場面であり，ボランティア情報センターやボ

ランティアセンターで住民のボランティアに関

する相談や必要性に対応していく作業，「相談

事業」「地域福祉権利擁護事業」など社協のさ

まざまなサービス事業や職員活動を通して直

接，地域社会に働き掛ける作業，等があるわけ

です。「事業型社協」に象徴されるような，こ

の業務ラインがますます太くなってきている，

というのが近年の社協の特徴だとも言われ続け

てきました。

一方で，社協の関係者に求められてきた援助

技術はコミュニティワークあるいはコミュニテ

ィオーガニゼーションとされてきました。コミ

ュニティワークとは，社会福祉協議会等の専門

職員さらにはコミュニティリーダーが，地域の

問題解決に向け住民に働き掛けていく合意形成

やプランニング，リサーチなどの価値や知識，

スキルとして一定体系化された専門性でした。

社会という巨大で且つ抽象的な実態に対して，

地域組織化活動を通してアプローチしていく専

門性として定式化されてきました。地域社会に

様々な住民活動の担い手としての中間集団を組

織して巨大な抽象的社会に到達していく，とい

うわけです。住民の中から生まれながら住民に

対峙するかのような抽象的で且つ巨大な社会と

いう対象に対して，具体的・可視的な中間集団

を縦横無尽に組織し対応していくという手法で

す。そのために社協の専門職員やコミュニティ

リーダーは学区社協会あるいは当事者組織，ボ

ランティア組織に働き掛けたり，社会福祉施設

や商店街等様々な地域の社会資源に働き掛ける

わけです。行政にも働き掛ける。それぞれの中

間集団を介して地域に発生する構造的な社会問

題に対応していく。中間集団の個別的な組織化

活動だけでなく，そのネットワークの形成にも

力を尽くさなければなりません。学区社協間の

ネットワークも必要かもしれません。学区社協

とボランティア組織と社会福祉施設のネットワ

ークもあります。対象者に直接的に働き掛けて

いくのではなく，地域社会における中間集団に

着目しながら重層的なネットワークを形成しつ

つ，地域社会に対応していく仕組みをつくりあ

げていく，といった社協の専門職員の働き方が

間接援助技術と言われてきた内容です。

地域福祉活動計画では，このような具体的な

事業，具体的な計画を「誰が」「何に対して」

「何をもって」働き掛けていくのか，そのこと
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を特に意識して明示する必要があるだろうと思

います。長期の計画ではなく，３年，５年とい

う，思いの及ぶ範域の計画では，尚更そうで

す。

３．社会福祉協議会の戦略化の方向性

―当事者性と関係性の地域福祉論―

さて，アセスメントの次は社協の戦略，とい

う課題です。これまで概観してきたように地域

福祉活動計画はその社協の当面する戦略と戦術

を示したものだということは大枠合意可能だと

考えます。ここ３年～５年の社協の方向性を，

戦略的にアプローチしていく方法を考えてみま

しょう。戦略づくりの方法論を先のアセスメン

トで展開した３つの構造に即して考えてみる

と，１つは「地域社会」の戦略課題。２つには

「中間集団」の戦略課題。そして最後に「自己

組織」の戦略課題，が想定されます。そして前

項のアセスメント作業を通して，それぞれの課

題から地域社会において「解決が求められてい

る課題」が析出されてきます。が，これらの社

会的要請からくる課題のすべてが社協が取り組

まなければならないものか，というとそうでは

ありません。よくよく考えてみますと，取り組

まなければならない課題には，日本社会が根本

的に変わっていかない限り，解決できないよう

な問題も含めて包含しており，社協の投入資源

の限界という視点からだけでもすべてに総花的

に取り組んでいくこと自体が不可能な課題であ

ることは明白だからです。さらに限界性という

意味からだけでなく，住民主体の民間団体とい

う社協のミッションからしても，こうした問題

解決の責任主体を社協に帰するかのような戦略

は全く正しくありません。社協の責任に帰する

ことは，構造的問題の解決の責任主体を行政・

政策主体から市民社会の側に転化することにも

なるだけでなく，市民社会だけで解決可能な課

題としての幻想をも振り撒いてしまうことにも

なりかねません。地域福祉の重要性を強調すれ
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ばするほど住民同士の助け合いの強制に受け取

られるとか，地域福祉は福祉の近代化に逆行し

自助自前の福祉の押し付けだ，といった批判は

こうした状況を指しているのだと思います。３

～５ヵ年という短期中期の計画策定では，地域

社会に沈殿している様々な生活問題の中から，

「解決を求められている問題」を「やらなけれ

ばならない課題」として置き換えるだけでは，

社会福祉協議会は抜き差しならない袋小路に入

り込みます。画餅に帰すかのような計画づくり

の背景にはこうした計画策定における社協の戦

略ミスも大いに影響しているのです。

図５は地域福祉における問題解決の手法と，

高齢・障害・児童など法的根拠を持つ分野別福

祉における問題解決との関係を示したもので

す。縦軸は，問題解決の主体としての専門（職）

性と当事者性です。専門（職）性とは政策主体と

しての行政機関・制度サービス・福祉専門職に

よる関わりをいい，当事者性とは問題を抱え，

問題解決を求める福祉主権者としての市民の関

わりです。横軸には，方法論としての権利性と

関係性を置いています。権利性とは，問題解決

の手法が社会的コンセンサスを獲得し制度化に

着目したもので，関係性とは共に同じ時代を生

き，同じ地域に暮らす市民としての連帯と共感

に基づく手法であり関わり方です。多分に高

齢・障害・児童など専門（職）性と権利性に規定

される分野別福祉は，当事者性と関係性の取り

組みの広がりという社会的影響力を受けて，そ

の領域を拡大していくに違いありません。関係

性と当事者性の強化・発展が決して分野別福祉

の遅れを持たらすようなものであってはならな

いと考えています。このような限定を込めて，

筆者は，地域福祉を「当事者性と関係性の福

祉」と位置付けています。

こうして私たちは，「やらなければならない

課題」から「何ができるか」という次の段階の

戦略に行き着きます。私たちの今の到達で，投

入できうる財源で，この人材で，ネットワーク

で何が出来るか，ということです。しかし「何

ができるか」だけを考えていたら何ら発展性は

なく，あえて活動計画を策定する意義も見出す

ことは出来ないかもしれません。「やらなけれ

ばならないこと」「何ができるか」を踏まえな
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がら「何にチャレンジしたいか」という意思的

な表明です。今すぐには取り組めないかもしれ

ないが，組織の知恵を集めて挑戦可能な課題を

思い切って設定し，組織の内外に意思表明をす

ることです。実はこれこそが社協の地域福祉活

動計画という戦略づくりのゴールだと考えま

す。図６は上記の関係のチャートです。

４．地域福祉活動計画と社会福祉協議会

筆者が関わりを持ってきた京都の社協の地域

福祉活動計画策定におけるキーワードを幾つか

探り出せば，「交わる」「参加」「受け入れる」

「まとめる」「見守る」「エンパワーメント」「寄

り添う」「提言する」「かかわる」「学ぶ」「広げ

る」「深める」「認める」「関係づくり」，などと

いう文言に必ず出会います。これらのキーワー

ドに掛かってくる幾つものエピソードを，一つ

のストーリーにつなげてみる。私たちが日常の

中でかかわったり，見聞きしたり，調査をした

り，その中で浮上してきた幾つかのエピソード

をつなげて，少し背伸びをしながらチャレンジ

してみようとデザインした地域福祉づくりのス

トーリーをつくる，という一種の半構築主義的

な取り組みが，社協の地域福祉活動計画の形式

でもあります。

そういう手法の中で地域福祉活動計画策定に

取り組んでいきますと，多分そこには幾つのも

「社協モデル」が出来上がってきます。金太郎

飴の社協ではなく，幾つもの魅力的な「社協モ

デル」が登場します。私たちの課題を「やらな

ければならないこと」から「できること」，「で

きること」から「チャレンジしたいこと」，へ

と戦略的発展的に展開させていくと，現状では

それぞれの社協職員の数ほど多様な社協のモデ

ルが生まれてくるでしょう。多様で重層的なワ

ークショップが計画策定の理想ではあります

が，現状の現場状況から言えばやはり作業を担

う事務局の役割は決定的です。1,000人規模で

の集団であれば，大方の合意事項で集約される

でしょうが，数人の小さな職員集団の中では，

主要な任務を担っている担当職員の経験と力

量，思いと思考が反映せざるをえない，からで

す。そして実際に反映させないといけません。

でないと職員のモチベーションは絶対に高まり

ません。ある先行事例を標準化し，予算をつけ

て普及していくといった従来型手法と共に，い

ま必要なことは個別事例それぞれをモデルとし

て教訓を蓄積していくことだと筆者は考えてい

ます。特殊（個別事例）は特殊として徹底する

こと。そのことを通じてしか私たちは普遍（一

般化）には到達できないのではないか―筆者

は社協活動の現時点での到達をこのように考え

ています。

結論的にいえば，しばらくの間は多様な社協

モデルが進行するでしょう。状況からすると私

たちはこの実態をまずは受容するしかないと考

えます。全国的にみても，社協のイメージや社

協の理念，そのあり方の「液状化状況」が進ん

でいます。社協の理念や方向は法制度的には社

会福祉法などによって規定されてはいますが，

全国各地の社協の実態や志向性，歴史性などと

の齟齬は大変困難な状況をつくりだしているよ

うに思います。地域福祉や社協，社会福祉の政

策動向によって社協の仕事や方法が振り回さ

れ，右往左往しているといった状況です。安定

した状況からは未だ道遠しといった観の社会福

祉政策の状況からすれば，しばらくはこうした

事態はもっと進んでいくのだろうと思います。

社協の「液状化現象」が進むということは，ネ
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ガティブに言えば「社協のアイデンィティを喪

失する」ことです。そして，社協のアイデンテ

ィティがなくなっていくということは，私たち

社協職員のアイデンティティを失うことです。

ネガティブには，そういう方向が進むだろうと

思います。

しかし，社協の「液状化現象」は，逆にポジ

ティブには，新しいタイプの社協，地域社会に

根ざした，従来にない新しい社協がつくりださ

れる可能性を持っていると思います。いわば既

存の価値規範に捉われない「何でもあり」の新

しい社協です。その中で自分たちのミッション

を明確にしながら，ここ３年から５年の自分た

ちの打ち出しを考えていく。それこそ地域社会

に根を張った，今までない新しいタイプの社協

が出てくる客観的な基盤かもしれないのです。

その１つはすでに幾つかの社協が志向性を発揮

している「ネットワーク型の社協」です。ある

いは介護保険制度や支援費制度など今日的な環

境に適応した「事業型の社協」があってもいい

と思います。さらには「advocate機能に特化し

た社協」「情報に特化した社協」，「ボランティ

アセンター型社協」です。「シンクタンク型の

社協」もあります。実際に，学区（校区）社協

も含めてさまざまなタイプの社協ができあがっ

て，従来は想定しなかったような組織形態を持

ち，学区版の地域福祉活動計画を策定するよう

な学区社協が生まれています。NPOの法人格

をとって介護保険事業に正面から取り組もうと

する学区社協が出てくるかもしれません。ある

いは町内単位の社協を結成し，その連合体が学

区社協だという提起もあるかもしれません。そ

ういう想定が決して夢物語として聞き流せない

状況にあるのは今日の社協をめぐっての情勢の

特徴でしょう。様々なタイプの社協が登場して

くるということは，それは社協が真に地域社会

に根を張って住民から圧倒的に支持されるとい

う状況を作り出していく基盤にもなっていくは

ずです。ですからネガティブ，ポジティブその

両面を睨みながら「地域福祉活動計画」を策定

する必要があるだろうと思います。本稿の冒頭

で，今日の社協を巡っての環境は，いずれ「住

民主体の民間組織としての社協の役割や位置付

けにも大きく影響する状況を作り出すことにな

る」だろうと指摘したのは上記のような思いが

あったからです。

問題や課題が発生するところで，現実に即し

てその解決のための仕組みをつくっていくこと

―地域福祉実践の主要な役割がここにあると

信じています。地域福祉活動計画はその旗印で

す。

注

１） 東京都など国に先駆け地域福祉計画を策定す

る自治体や京都市のように国際障害者年障害者

行動計画（1983年），老人中長期計画（1984年）

など地方でも計画的福祉行政が始まっていた。

２） この年，社会福祉事業法に社協の基本単位と

して市町村社協が明文化され市町村社協組織の

法的根拠がようやく整った。

３） 新社協基本要項では，地域福祉活動計画につ

いて，住民及び社会福祉関係者等民間による地

域福祉活動の実施及び推進の計画である，とし

て社協の発展・強化計画とは区別されるものと

している。こうした理解は社協が策定した地域

福祉活動計画や手引き書にも散見されるが，こ

の区別はある種の操作概念であって，第１線の

社協ではこの両者は一体のものとして統合的に

検討されるに違いない。社協は本来的に住民や

社会福祉関係者と無関係に議論され組織される

はずはなく，社協がリードする地域福祉活動計

画では尚更そうである。（拙稿「社会福祉協議会

と地域保健福祉計画」河合克義編『住民主体の

保健福祉計画』あけび書房，1992年で社協での
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活動計画について私見を述べている）

４） 『地域福祉計画・支援計画の考え方と実際―

地域福祉計画に関する調査研究事業報告書―』

全国社協，2002年８月，p.19

５） 京都市企画調整局「京都市民アンケート調査」

より。

６） 京都市「平成14年度第3回市政総合アンケー

ト報告書―地域福祉の取組―」2003年実

施。この調査では家族以外で誰に助けを求めた

いか，という質問項目で，「町内会役員」「民生

委員」「ボランティア」などは４％～５％であっ

たが「近所の方」と答えた方はまだ31.5％もい

た。友人が1位（46.1％）で，他に医療機関（40.8

％）・行政機関（30.1％）。

７） 京都市山科区社協『山科区地域福祉活動計画』

2003年３月，p.8
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